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１【提出理由】

　当社は、2022年１月24日開催の当社取締役会において、第三者割当の方法によりＡ種優先株式を発行すること（以

下、「本第三者割当増資」という。）を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の

開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第２号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。な

お、本第三者割当増資は、2022年２月25日開催予定の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」という。）におい

て、(ⅰ)本第三者割当増資、及び(ⅱ)本第三者割当増資により発行されるＡ種優先株式に関する規定の新設等に係る定

款の一部変更（以下、「本定款変更」という。）に係る議案の承認が得られることを条件としております。また、ＤＢ

Ｊ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合（以下、「本割当予定先」という。）との間で締結した株式投資契約

書（以下、「本投資契約」という。）上、本割当予定先によるＡ種優先株式に係る払込みは、本臨時株主総会におい

て、本第三者割当増資、本定款変更、並びに、本第三者割当増資の効力が生じることを条件とし、2022年２月28日を効

力発生日として、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えること（以下、「本資本金等の減

少」という。）に係る各議案の承認が得られること等を条件としております。

 

２【報告内容】

(1)   有価証券の種類及び銘柄

株式会社ＤＤホールディングス　Ａ種優先株式

 
(2)   発行数

50,000株

 
(3)   発行価格（払込金額）及び資本組入額

発行価額（払込金額）      １株につき100,000円

資本組入額                １株につき50,000円

 
(4)   発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額                     5,000,000,000円

資本組入額の総額                   2,500,000,000円

　　（注）　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本の額であり、増加する資本準備金の額は2,500,000,000円で

あります。

　　　　　　なお、当社は、本資本金等の減少として、本第三者割当増資の効力が生じることを条件とし、2022年２月

28日を効力発生日として、資本金の額を3,832,851,744円（本第三者割当増資により増額する資本金の額を含

みます。）、資本準備金の額を3,897,851,736円（本第三者割当増資により増額する資本準備金の額を含みま

す。）減少させることを予定しております。

 
(5)   株式の内容

　　　　Ａ種優先株式の内容は、以下のとおりです。

1.   剰余金の配当

①   期末配当の基準日

当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株式を有する株主（以

下、「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下、「Ａ種優先登録株式質

権者」という。）に対して、金銭による剰余金の配当（期末配当）をすることができる。

②   期中配当

当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ

種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当（期中配当）をすることがで

きる。
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③   優先配当金

当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最

終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、当該基準日

の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主（以下、「普通株主」という。）又は

普通株式の登録株式質権者（以下、「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株

につき、下記１.④に定める額の配当金（以下、「優先配当金」という。）を金銭にて支払う。ただ

し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前であ

る日を基準日としてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき（以下、

当該配当金を「期中優先配当金」という。）は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の

配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社がＡ種優先株式を取得した場

合、当該Ａ種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。なお、優先配当

金に、Ａ種優先株主が権利を有するＡ種優先株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるとき

は、当該端数は切り捨てる。

④   優先配当金の額

優先配当金の額は、Ａ種優先株式１株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、

除算は最後に行い、円単位未満小数第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入する

Ａ種優先株式１株当たりの優先配当金の額は、Ａ種優先株式の１株当たりの払込金額及び前事業年

度に係る期末配当後の未払Ａ種優先配当金（下記１.⑤において定義される。）（もしあれば）の合計

額に年率4.0％を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日

（ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日）（同

日を含む。）から当該剰余金の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を365

日として日割計算により算出される金額とする。

⑤   累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して行われ

た１株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当

金の額に達しないときは、その不足額（以下「未払Ａ種優先配当金」という。）は翌事業年度以降に

累積する。

⑥   非参加条項

当会社は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、上記１.④に定める優先配当金の合

計額を超えて剰余金の配当を行わない。

 
2.   残余財産の分配

①   残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、普通株

主又は普通登録株式質権者に先立って、Ａ種優先株式１株当たり、下記２.②に定める金額を支払う。

なお、下記２.②に定める金額に、Ａ種優先株主が権利を有するＡ種優先株式の数を乗じた金額に１円

未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
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②   残余財産分配額

(ア)基本残余財産分配額

Ａ種優先株式１株当たりの残余財産分配額は、下記４.②（ア）に定める基本償還価額算式（た

だし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」（残余財産の分配が行わ

れる日をいう。以下同じ。）と読み替えて適用する。）によって計算される基本償還価額相当額

（以下「基本残余財産分配額」という。）とする。

(イ)控除価額

上記２.②（ア）にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金（残余財産分

配日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。）

が存する場合には、Ａ種優先株式１株当たりの残余財産分配額は、下記４.②（イ）に定める控除

価額算式（ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、

それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。）に従って計

算される控除価額相当額を、上記２.②（ア）に定める基本残余財産分配額から控除した額とす

る。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先

配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記２.②（ア）に定める基本残

余財産分配額から控除する。

③   非参加条項

Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。

 
3.   議決権

Ａ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。

 
4.   金銭を対価とする取得請求権（償還請求権）

①   償還請求権の内容

Ａ種優先株主は、いつでも、当会社に対して金銭を対価としてＡ種優先株式を取得することを請求

（以下「償還請求」という。）することができる。この場合、当会社は、Ａ種優先株式１株を取得する

のと引換えに、当該償還請求の日（以下「償還請求日」という。）における会社法第461条第２項所定

の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該Ａ種優先株主に対し

て、下記４.②に定める金額（ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第３位まで計算し、その小

数第３位を四捨五入する。以下「償還価額」という。）の金銭を交付する。なお、償還請求日における

分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきＡ種優先株式は、抽選又は償還請求が行われ

たＡ種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。また、

償還価額に、Ａ種優先株主が償還請求を行ったＡ種優先株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じ

るときは、当該端数は切り捨てる。
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②   償還価額

(ア)基本償還価額

Ａ種優先株式１株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額（以下、「基本償還

価額」という。）とする。

（基本償還価額算式）

基本償還価額＝100,000円×(１＋0.04)
 m+n/365

払込期日（同日を含む。）から償還請求日（同日を含む。）までの期間に属する日の日数を「m

年とn日」とする。

(イ)控除価額

上記４.②（ア）にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金（償還請求日まで

の間に支払われた期中優先配当金を含み、（以下、「償還請求前支払済優先配当金」という。）

が存する場合には、Ａ種優先株式１株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を

上記４.②（ア）に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当

金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除

価額を計算し、その合計額を上記４.②（ア）に定める基本償還価額から控除する。

（控除価額算式）

控除価額＝償還請求前支払済優先配当金×(１＋0.04)
x+y/365

償還請求前支払済優先配当金の支払日（同日を含む。）から償還請求日（同日を含む。）まで

の期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。

③   償還請求受付場所

東京都港区芝四丁目１番23号　三田ＮＮビル18階

株式会社ＤＤホールディングス

④   償還請求の効力発生

償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。

 
 

5.   金銭を対価とする取得条項（強制償還）

①   強制償還の内容

当会社は、いつでも、当会社の取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）の到来をもっ

て、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社がＡ種優先株式の全部又は一部

を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質

権者に対して、下記５.②に定める金額（以下「強制償還価額」という。）の金銭を交付することができる

（以下、この規定によるＡ種優先株式の取得を「強制償還」という。）。なお、Ａ種優先株式の一部を取得

するときは、取得するＡ種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定

する。また、強制償還価額に、当会社が強制償還を行うＡ種優先株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が

生じるときは、当該端数は切り捨てる。
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②   強制償還価額

(ア)基本強制償還価額

Ａ種優先株式１株当たりの強制償還価額は、上記４.②（ア）に定める基本償還価額算式（ただ

し、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。）に

よって計算される基本償還価額相当額（以下「基本強制償還価額」という。）とする。

(イ)控除価額

上記５.②（ア）にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金（強制償還日まで

の間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。）が存

する場合には、Ａ種優先株式１株当たりの強制償還価額は、上記４.②（イ）に定める控除価額算

式（ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞ

れ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。）に従って計算され

る控除価額相当額を、上記５.②（ア）に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、

強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配

当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記５.②（ア）に定める基本強制

償還価額から控除する。

 
6.   株式の併合又は分割

法令に別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。Ａ種優先株

主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当を行わ

ない。

 
7.   譲渡制限

譲渡によるＡ種優先株式の取得については、取締役会の承認を要する。

 
(6) 発行方法

第三者割当の方法により、ＤＢＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合に全てのＡ種優先株式を割り当

てます。

 
(7) 当社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

1.   手取金の総額

払込金額の総額 5,000百万円

発行諸費用の概算額 57百万円

差引手取概算額 4,943百万円
 

 （注１）「発行諸費用の概算額」には、消費税等は含まれておりません。

 （注２）「発行諸費用の概算額」の内訳は、登記関連費用、事務手数料、弁護士費用、アドバイザリー費用、

         臨時報告書等の書類作成費用等であります。
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2.   手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

　　　　本第三者割当増資により当社が調達する資金合計5,000百万円（差引手取概算額の合計4,943百万円）の具体的

な使途は以下のとおりです。

具体的な使途 金額 支出予定時期

事業資金 4,943百万円 2021年３月以降
 

　　（注）　調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

　　　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で人々の行動及び生活様式が大きく変化したことにより、外食事

業の需要が激減し、さらに新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による緊急事態宣言の発出やまん延防止

等重点措置等を受け、酒類の提供の制限や一部店舗では臨時休業や営業時間短縮を余儀なくされました。これら

影響により、自己資本比率は、2020年２月期末時点の18.2％から2021年２月期末時点で△3.1％までに急激に低下

し債務超過に陥るなど、2021年２月期単年度の業績にとどまらず、会社存続に重大な影響を及ぼす水準まで達し

ました。

このような状況の中、2020年７月15日公表の「経営合理化等を含む今後の経営方針に関するお知らせ」の経営

合理化策及び「経営改善計画」を策定し、「グループ会社の見直し」「固定費削減や各種契約の見直しを含めた

一般管理費等の削減」「不採算店舗の退店」「人員の適正配置」など、全ての費用の見直しと削減対策を継続し

て実施しております。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による緊急事態宣言の発出やまん延防止等重点措置等を受け、酒類の提

供の制限や一部店舗では臨時休業や営業時間短縮の措置を実施しておりましたが、2021年９月末で緊急事態宣言

が解除されたことから、各自治体の方針に基づき十分な新型コロナウイルス感染症予防対策を実施した上で、当

社グループの直営店舗及び受託店舗においても、順次営業を再開しておりました。

しかしながら、国内外においては感染が再拡大しており、依然として厳しい経営環境が今後も継続するリスク

に備える観点から、本第三者割当増資に係る資金調達については、引き続き経営合理化に取り組みつつ、厳しい

経営環境を乗り越えるための事業資金に充当すること予定しております。

 
(8) 新規発行年月日（払込期日）

2022年２月28日

 
(9) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

該当事項はありません。

 
(10)引受人の氏名又は名称に準ずる事項

　該当事項はありません。

 
(11)募集を行う地域に準ずる事項

日本国内

 
(12)金融商品取引法施行令第１条の７に規定する譲渡に関する制限その他の制限

該当事項はありません。
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(13)保有期間その他の当該株券の保有に関する事項についての取得者と当社との間の取決め内容

該当事項はありません。

なお、本割当予定先のＡ種優先株式の保有方針については、下記（14）４.をご参照ください。

 
(14)第三者割当の場合の特記事項

1.   割当予定先の状況

①   名称 ＤＢＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合

②   所在地 東京都千代田区大手町一丁目９番６号

③   設立根拠等 投資事業有限責任組合契約に関する法律

④   組成目的 中堅・大企業の飲食・宿泊業等の発行する償還型無議決権優先株の取得

⑤   組成日 2021年３月31日

⑥   ファンド総額 800億円

⑦   出資者の概要

株式会社日本政策投資銀行

代表取締役　渡辺　一

東京都千代田区大手町一丁目９番６号

⑧   業務執行

組合員の概要

名称 ＤＢＪ飲食・宿泊サポート株式会社

所在地 東京都千代田区大手町一丁目９番６号

代表者の

役職・氏名
代表取締役社長　松木　大

事業内容
投資事業有限責任組合への出資及び組成・運営に関する業務

株式、社債又は持分等に対する投資業務等

主たる出資者 株式会社日本政策投資銀行 100％

資本金 300万円

⑨   当社と当該ファンド

の間の関係

資本関係 当該事項はありません。

人的関係 当該事項はありません。

取引関係 当該事項はありません。
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2.   割当予定先の選定理由

当社は2019年末に発生した新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で人々の行動及び生活様式が大き

く変化したことにより、外食事業の需要が激減し、さらに新型コロナウイルス感染症拡大の影響による緊急

事態宣言の発出やまん延防止等重点措置等を受け、酒類の提供の制限や一部店舗では再び臨時休業や営業時

間短縮を余儀なくされました。また、ソーシャルディスタンス等の感染拡大防止対策による客席数の減少に

加えて、消費者の会食自粛の継続や在宅勤務の継続等の消費者の行動変化に伴う売上機会損失が発生し、業

績に甚大な影響を受けております。

これらの影響により、当社の2021年２月期の連結業績は売上高234億83百万円（前年同期比59.1％減）、

営業損失は97億３百万円、経常損失は90億34百万円、親会社株主に帰属する当期純損失は85億７百万円とな

り、自己資本比率は2020年２月期末時点の18.2％から2021年２月期末時点で△3.1％にまで急激に低下する

など、2021年２月期単年度の業績にとどまらず、会社存続に重大な影響を及ぼす水準にまで達しました。

このような状況の中、2020年７月15日公表の「経営合理化等を含む今後の経営方針に関するお知らせ」の

経営合理化策及び「経営改善計画」を策定し、「グループ会社の見直し」「固定費削減や各種契約の見直し

を含めた一般管理費等の削減」「不採算店舗の退店」「人員の適正配置」など、全ての費用の見直しと削減

対策を継続して実施しており、販売費及び一般管理費合計では、前々年同期（2020年２月期）と比較して、

144億66百万円（前年同期比25.2％減）の減少となりました。

また、毀損した資本を早期に補強し、財務状況の改善及び経営基盤の強化を行うことが喫緊の課題であっ

たため、2021年４月14日公表の「債務超過解消に向けた取り組みについて」に記載の諸施策を遂行すること

により、事業面及び財務面での安定化を図り、持続的な収支の改善を図るとともに、資本増強に向けた各種

施策を実施しております。

一方で、2022年２月期第３四半期における連結売上高は前年同四半期比53億９百万円（前年同期比28.6％

減）の減収となる132億49百万円となり、依然として厳しい環境が継続しております。足元では、2021年９

月末日で緊急事態宣言が解除されたことから、各自治体の方針に基づき十分な新型コロナウイルス予防対策

を実施した上で、直営店舗及び受託店舗も順次、通常営業を再開しておりましたが、新たな変異ウイルスの

再拡大により、2022年１月21日付で首都圏を中心にまん延防止等重点措置が適用されるなど先行きは依然と

して不透明な状況が続いております。

また、各種施策の効果や海外経済の改善が見られるものの、今後も、国内外の新型コロナウイルスの感染

動向、世界的な半導体不足や原油高の影響による金融資本市場の変動等の影響などにより、先行きは依然不

透明な状況が続いております。

そのため、当社としては、更なる構造改革及びアフターコロナを見据えた成長戦略を推進し、今後も相当

期間見込まれる新型コロナウイルス感染症の影響に耐えうる財務体質を築くためには資本性資金の調達が依

然として必要であるとの結論に至りました。

このような状況の中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた飲食・宿泊等の企業に対する

支援を目的として本割当予定先であるＤＢＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合が組成されたこ

とを受け、本割当予定先に対して本第三者割当増資についての打診をいたしました。当社としては、当社の

直面している状況と本割当予定先の出資目的が合致しており、その支援を通じて新たな事業計画を推進して

いくことが当社の中長期的な企業価値向上に寄与するものと考え、本割当予定先を選定いたしました。
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なお、当社は、本投資契約において、本割当予定先との間で、当社に対する出資に関連して、上記(5)４.

に記載した金銭を対価とする取得請求権及び上記(5)５.に記載した金銭を対価とする取得条項に係る制約の

他、以下を含む一定の事項について合意しております。

①   当社の本割当予定先に対する剰余金の配当又は本割当予定先によるＡ種優先株式の全部又は一部の取

得請求権の行使に際し、当社の資本金、資本準備金又は利益準備金の額の減少を行わなければ、これら

に応じることができない場合、当社は、速やかに、法令等の定めに従い、資本金、資本準備金又は利益

準備金の額の減少を会議の目的事項とする株主総会を招集し、本割当予定先に対する剰余金の配当又は

Ａ種優先株式の金銭を対価とする取得を可能にするために、法令等に違反しない範囲で、必要な措置を

講じること。

②   本投資契約締結日以降、本割当予定先がＡ種優先株式又は取得請求権の行使若しくは取得条項に基づ

く当社に対する金銭債権を保有している期間中、本割当予定先の事前の書面による承諾がある場合を除

き、一定の重要な事項（事業の全部若しくは重要な一部の中止若しくは廃止、重要な不動産の譲渡若し

くは譲受け、事業全部の賃貸、事業全部の経営の委任、子会社若しくは関連会社に係る株式の取得若し

くは売却（子会社又は関連会社の範囲に重大な変更を生じるものに限る。但し、当社の関連会社である

株式会社ゼットンが2021年12月14日付「資本業務提携契約の締結及び第三者割当による新株式発行に関

するお知らせ」及び「株式会社アダストリアによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお

知らせ」と題する適時開示において公表している、株式会社ゼットンによる株式会社アダストリア社へ

の第三者割当増資及び株式会社アダストリア社による株式会社ゼットン株式に対する公開買付けを踏ま

えて、当社が、株式会社ゼットンの既存株主としての利益を保護する観点から、保有している株式会社

ゼットン株式を売却し、若しくは当該公開買い付けに応募し、又は株式会社ゼットン株式を追加で取得

する場合を除く。）、重要な知的財産権若しくはライセンスの売却、処分若しくは放棄、定款の重要な

変更、重要な組織再編行為、解散、倒産手続開始の申出若しくは申立て、自己株式若しくは自己新株予

約権の取得、普通株主に対する剰余金の配当（但し、当社の各事業年度末日時点の分配可能額から、当

該事業年度の翌事業年度中に見込まれる剰余金の配当額その他の会社法第461条第１項各号に定める行

為に係る金額の合計額を除いた額が、当該事業年度末日を強制償還日として当該時点におけるＡ種優先

株式の全部について強制償還をしたと仮定した場合の強制償還価額の合計額以上になる場合は、除

く。）、会社法第450条に定める資本金若しくは同法第451条に定める資本準備金の増加、主たる株主の

変動、代表取締役の変更、債務保証若しくは債務引受による債務負担行為、新たなスワップ取引、オプ

ション取引その他のデリバティブ取引、第三者への新たな出資若しくは貸付、又は第三者の負担する債

務を被担保債務として行う担保提供等）を行わないこと（但し、本割当予定先は、その承諾を不合理に

留保又は拒絶しないものとする。）。

③   本投資契約締結日以降、本割当予定先がＡ種優先株式又は取得請求権の行使若しくは取得条項に基づ

く当社に対する金銭債権を保有している期間中、本割当予定先が必要と認めて要請した場合は、合理的

な方法及び態様により、本割当予定先との間で定期的にモニタリング会議を開催するなど、一定の重要

な事項に関する報告等を行うこと。

 
3.   割り当てようとする株式の数

　Ａ種優先株式　50,000株

 
4.   株券等の保有方針

当社は、本割当予定先から、原則として、Ａ種優先株式を中期的に保有する方針である旨の説明を受けて

おります。
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5.   払込みに要する資金等の状況

当社は、本割当予定先から、払込みに要する資金を既に保有している旨の報告を得ております。また、本

割当予定先の業務執行組合員の出資者である株式会社日本政策投資銀行（以下、「日本政策投資銀行」とい

う。）が2021年６月24日付で関東財務局長宛てに提出している有価証券報告書の2021年３月31日における連

結貸借対照表により、Ａ種優先株式の払込みのために十分な現金及び現金同等物（現金預け金：2,187,820

百万円）を保有していることを確認するなどし、また、本割当予定先が日本政策投資銀行との間の投資事業

有限責任組合契約等に基づき、日本政策投資銀行に対して、当該払込みに充てるための出資等を請求できる

ことを口頭で確認することなどにより、払込期日においても割当予定株式を引き受けるのに十分な資金を確

保できるものと判断しております。

 
6.   割当予定先の実態

　本割当予定先の業務執行組合員であるＤＢＪ飲食・宿泊サポート株式会社は、日本政策投資銀行の完全子

会社であるところ、当社は、日本政策投資銀行が2021年６月24日付で関東財務局長宛てに提出している有価

証券報告書により、同社が、「内部統制基本方針」を策定し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢

力との関係を一切遮断するための態勢を整備していること、及び同社の株主が財務大臣のみであることを確

認しております。これらにより、当社は、日本政策投資銀行の完全子会社であるＤＢＪ飲食・宿泊サポート

株式会社が反社会的勢力とは一切関係していないと判断しております。当社は、以上のとおり、本割当予定

先の全ての業務執行組合員が反社会的勢力とは一切関係していないと判断するとともに、本割当予定先が反

社会的勢力でない旨を直接確認し、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。

 
7.   株券等の譲渡制限

Ａ種優先株式発行要項上、譲渡によるＡ種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要するも

のとされています。

 
8.   発行条件に関する事項

　当社は、当社にとって最も有利な条件での資金調達の実現に向けて、当社の置かれた足元の厳しい経営環

境及び財務体質、多額の資本性の資金需要、及び当社の足元の株価状況等を踏まえつつ、本割当予定先との

間で本第三者割当増資に係る出資の方法及び内容に関する交渉を重ねてまいりました。真摯な交渉を重ねた

結果、Ａ種優先株式については、払込金額を１株当たり100,000円と決定いたしました。当社としては、本

割当予定先は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた飲食・宿泊等の企業に対する支援を目的

として組成された投資事業有限責任組合であり、本投資契約に基づき一定の事務手数料を本割当予定先に支

払うことを要するものの、社債型優先株式に係る優先配当率の市場水準等を勘案しても、Ａ種優先株式の優

先配当率は割高ではないと判断していることから、かかる払込金額には合理性が認められると考えておりま

す。

　上記のとおり、当社としては、Ａ種優先株式の払込金額には合理性が認められると考えておりますが、Ａ

種優先株式は客観的な市場価格がなく、また優先株式の評価は非常に高度かつ複雑であり、その評価につい

ては、様々な見解があり得ることから、会社法上、Ａ種優先株式の払込金額が本割当予定先によって特に有

利な金額であると判断される可能性も否定できないため、念のため、当社は、本臨時株主総会での会社法第

199条第２項に基づく有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件としてＡ種優先株式

を発行することといたしました。

 
9.   大規模な第三者割当に関する事項

Ａ種優先株式については、株主総会における議決権がなく、普通株式への転換権及び普通株式を対価とす

る取得条項も付されていないため、本第三者割当増資は大規模な第三者割当には該当しないと考えておりま

す。
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10.  第三者割当後の大株主の状況

 
①   普通株式

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合
（％）

割当後の所
有株式数
（株）

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合（％）

松村厚久 東京都港区 4,993,900 28.12 4,993,900 28.12

株式会社松村屋
東京都港区芝４丁目１番

23号
1,488,000 8.38 1,488,000 8.38

アサヒビール株式会社
東京都墨田区吾妻橋１丁

目23番１号
690,000 3.89 690,000 3.89

日本マスタートラスト

信託銀行株式会社（信

託口）

東京都港区浜松町２丁目

11番３号
360,200 2.03 360,200 2.03

株式会社SBI証券
東京都港区六本木１丁目

６番１号
324,239 1.83 324,239 1.83

BNY GCM CLIENT ACC

OUNT JPRD AC ISG(常任

代理人 株式会社三菱

UFJ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133

FLEET STREET LONDON

EC4A2BB UNITED KINGDOM

（東京都千代田区丸の内

２丁目７番１号）

281,361 1.58 281,361 1.58

楽天証券株式会社
東京都港区南青山２丁目

６番21号
192,700 1.09 192,700 1.09

 

岡田直規 千葉県千葉市花見川区 150,000 0.84 150,000 0.84

株式会社日本カスト

ディ銀行（信託口６）

東京都中央区晴海１丁目

12号
142,200 0.80 142,200 0.80

株式会社日本カスト

ディ銀行（信託口５）

東京都中央区晴海１丁目

12号
126,600 0.71 126,600 0.71

計 － 8,749,200 49.27 8,749,200 49.27
 

（注１）「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2021年８月31日現在の株主名

簿を基準として記載しています。

（注２）「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割

合」は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

（注３）Ａ種優先株式は、株主総会における議決権がなく、また当社普通株式を対価とする取得条項及び取

得請求権が付与されていない優先株式であり、当社普通株式の希薄化は生じないため、当社普通

株式の持株比率の変更はありません。
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②   Ａ種優先株式

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合
（％）

割当後の所
有株式数
（株）

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合（％）

ＤＢＪ飲食・宿泊支援

ファンド投資事業有限

責任組合

東京都千代田区大手町

一丁目９番６号
－ － 50,000 －

計 － － － 50,000 －

 

 
11. 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

 
12. その他参考になる事項

該当事項はありません。

 
(15)その他

1.   2021年11月30日現在の発行済株式総数及び資本金の額

　発行済株式総数（普通株式）             18,442,720株

資本金の額                             1,432百万円

 
2.   Ａ種優先株式の発行は、本臨時株主総会において、（ⅰ）本第三者割当増資、及び（ⅱ）本定款変更に係

る各議案の承認が得られることを条件としております。
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